
 

東 京 都 

昭 島 市 
あ き し ま し 

 

企業版ふるさと納税 

（ 地 方 創生応援税制 ）とは 

昭島市が行う地方創生の取組（まちの魅力を高め、市民がい

きいきと暮らすまちを目指すプロジェクト）に対して寄附い

ただいた場合、法人関係税から税額控除する仕組みです。 

 
損金算入 

約３割 

税額控除 

約６割 

企業負担 

約１割 

通常の寄附 

企業版ふるさと納税 

寄附額 

損金算入による軽減効果（寄附額の約 3割）と合わせて、税額控除（寄附額の最大６割）によ

り、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されます。 

例）100万円寄附の場合、最大約 90万円が控除されます 

①法人住民税 

寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割額の 20％が上限） 

②法人税 

法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。 

ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限） 

③法人事業税 

寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の 20％が上限） 

◀内閣府企業版ふるさと納税 

 ポータルサイト 

※税額控除の手続（申告）や算出に関しては、 

税理士や所管する税務署にご相談ください。 

 

昭島市は、都心から西に約35キロメートル、東京都のほぼ中央に位置し、東・北は立川市、西は福生市、南は八王

子市・日野市に接しています。都心部へも奥多摩の森へもアクセスしやすい立地条件のもと、安全で利便性に富ん

だ都市基盤と、豊かな水と緑の環境が調和した、快適で暮らしやすい住宅都市として発展を遂げてきました。 

企業版ふるさと納税を 

募集しています 



寄附を募集している事業 
昭島市では、 

「訪れてみたい 住んでみたい 住み続けたい あきしま」 

「ここで生業をしたい 生業を続けたい あきしま」の構築を目指してまちづくりを進めています。 

基本目標１ 誰もが安心して働ける環境を整える 

・大手・中核企業との連携・中小企業 

・個人事業主の事業継続と事業承継支援 

・就労者や就労を希望する人の支援 等 

基本目標２ 昭島の魅力を発信する 

・郷土伝統文化・郷土芸能・芸術の推進 

・昭島ブランド構築・推進 

・民間企業と連携した魅力づくり 

・多様な媒体を活用した情報発信 等 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・結婚の希望をかなえる環境づくり 

・妊娠・出産の希望をかなえる支援 

・安心して子育てできる環境づくり 等 

基本目標４ 

心豊かに安心して住み続けられる 

まちをつくる 

▶基本目標４は、基本目標１～３に掲げる施策展開の

基盤となる目標です。 

総合基本計画に掲げる各施策を展開します。 
 
・安全で安心して住み続けられるまちづくりの推進 

・互いに支え合い、尊重し合うまちづくりの推進 

・未来を担う子どもたちが育つまちづくりの推進 

・文化芸術、スポーツの振興を図るまちづくりの推進 

・環境負荷を低減し、水と緑の自然環境を守るまちづ

くりの推進 

・快適で利便性に富んだまちづくりの推進 

・生活を支え、活力を生み出すまちづくりの推進 

 等 

手続きの流れ 

寄附をしたい事
業を探す 
 

▷下記の担当まで

ご連絡ください 

 

寄附の申出 

 

▷申込書を送付し

ますので、必要事

項を記入の上、ご

提出ください 

寄附金の納付 

 

▷納付書等により、

寄附金の納付をお

願いします 

 

受領証受取 

 

▷市から、税額控除

の手続きで必要な

「受領証」を送付

します 

 

《決算時》 

 

▷税の申告 

 

ご寄附をいただいた企業のメリット 

■企業名等の公表に同意いただいている場合、昭島市公式ホームページで紹介させていただきます。 

■100万円からの寄附をいただいた場合に、感謝状を贈呈いたします。 

寄附・問い合わせ先 

詳細は、 

お問い合わせください 

昭島市企画部企画政策課 

〒196-8511 東京都昭島市田中町一丁目 17番１号 

☎（０４２）５４４-５１１１ 内線２３７４ 

✉ kikakuseisaku@city.akishima.lg.jp 

◀昭島市 

企業版ふるさと 

納税サイト 


